
- 17 - 
 

われる「送信」を防止するための措置である。 
 
(iv) 「講ずるよう申出があった場合」 
権利を侵害されたとする者は、自ら送信防止措置を講ずることはできないため、特定電

気通信役務提供者によって問題とする情報の送信を防止する措置が講じられるよう申出を

することとなる。 
 
(v) 「侵害情報等を示して」 
発信者に対して、措置に同意するか照会する際には、権利を侵害されたとする者からの

申出の際に示された事項（侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする

理由）を示して行うこととするものである。特定電気通信役務提供者が発信者に対して照

会する場合には、これらの事項が発信者に対して示されることとなり、その結果、これら

の事項は、発信者側で侵害防止措置を講ずることに同意するかどうかの判断に資すること

となるものである。 
なお、申出をした者の氏名等の個人情報については、プライバシー侵害の場合など、そ

れを発信者に示すことでかえって被害が拡大することも考えられることから、必ず発信者

に示すべき事項とはされておらず、特定電気通信役務提供者において、場面に応じた適切

な判断がなされるべきものと考えられる。 
 
(vi) 「当該措置を講ずることに同意するかどうか」 

特定電気通信役務提供者が発信者に対して照会するのは、特定電気通信役務提供者が権

利を侵害されたとする者からの申出を受けて送信防止措置を講ずることについてである。 
 
(vii) 「照会した場合」 

申出を受けて、特定電気通信役務提供者は、発信者に対して、送信防止措置に同意する

かどうか照会することとなるが、本法律は、任意にこの照会をした場合の特定電気通信役

務提供者の責任の制限について規定しているものにすぎず、自己の権利を侵害されたと主

張する者から申出があった場合に、特定電気通信役務提供者に対して発信者に照会するこ

とを義務づけるものではない。 
 
(viii) 「当該照会を受けた日」 
本項の規定は、情報の送信を防止する措置という表現行為に対して重大な影響を与える

措置を講じることができることとするものであり、そうした措置を講ずる前提として、発

信者が手続の趣旨や権利を侵害されたとする者の申出の内容等を実際に伝達され、実際に

意見表明の機会が与えられていることが不可欠である。このため、起算日についても、発

信者が実際に照会を受けた日とされている。 




